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〈研究ノート〉

イギリス議会エンクロージャーにおける
　　　　　　　　経費の支払い状況

一ウェストン・ターヴィル教区の研究（補遺）一

重　富　公　生

は　じ　め　に

　維者は前編において，ウェストン・ターヴィル教区の議会エンクロージャー

研究の一一環として，同教区における必要経費を主としてエンクロージャー会計

簿をもちいて観察し，経費の内訳からみたエンクロージャーの実態を究明する

ことにつとめた1。ここではそれを受けて，前編で扱うことのできなかった経

費の支払いの状況を簡単にみていきたいと思う。本稿はその意味で前編の補遺

をなすものであり，内容的に不可分の関係にある。

　さて支払いの状況を扱う本稿が主として依拠した史料は，第一におびただし

い数が残されている各種の領収書類である。原則としてこれらには発行人・受

取人氏名，使途，金額，日付が記載されており，支払いの証拠としてもっとも

有効な史料である。第二に，前編でもちいた公式の会計簿（lR／M／3／2a：以下，

史料番号はすべてバッキンガムシャー州文寄館の整理番号である）以外に，費

用の納入1rccciwd）および支払いlpaid〕の状況を順を追って記録した会計

簿“aCCount”が四つほど存在する。これらは内容的にはほとんど重複してい

1〕　「イギリス議会エンクロージャーの必要経費について一ウェストン・ターヴィル教区の研究一」

　『経済学』峻媛大学法文学部論集経済学科矧第22・号（1989〕．77－l07頁。以下本稿中で「前編」

　とした場合，すべてこの諭稿をさす。
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イギリス議会エンクロージャーにわける経資の支払い状況1重榔

るが，うちlR／M／3／2／4／15a－dおよびlR／M／3／2／4／17は史料の状態からみて

‘“：稿（draft〕にあたるものと推測され，これらを網縦的に整理したものが

lR／M／3／2／2およびlR／M／3／2／1ユである。本稿はそのなかでもっとも包括的内

容をもつlR／M／3／2／2を主としてもちい，lR／M／3／2／11を適宜参考にすること

としたい。支払いの状況をみるにあたっては，当然“paid”の項目のみが対象

となる。さらにこれら以外に，しばしば受取人各自について残っている各種の

勘定書（bili．account）の類も援用することになろう。

　各項目の経費の支払い状況をみていくにあたっては，原則としてうえの第・・一

および第二の史料両方で確認することとし，いずれか一一’方でしか確認できな

かった場合はその旨注記したい。もちろん項目によっては経費の全額の支払い

を確定できないものもある。なお本稿でも経費項目の分類および順序は前稿に

したがう。すなわち，以下（1）法令費，（2）人件費，（3）耕地整備費，（4）

その他という順序で支払い状況を観察していく1i。また同じく金額の表示も紙

幅の節約のために，3－12－7（3ポンド12シリング7ペンス〕のように簡略化す

る場合が多い。

（1）

　法令費として計上されている522－13－8のうち，まず法案通過のための議会経

費として支出されたのが441－6－8（および利息12－1－0〕，これはさらに審議の経

費241－11－6と，のちに囲い込み委員の書記をつとめる担当弁護士A．Chaplin

の報酬分2u－16－2に分かたれる。また業務を補佐した同じ介護士のT．Mark．

hamにたいして21＋0，それぞれのちに1川い込み委ムiとなるT，Bainbridgeに

16－16－0，R．Davisに10－10－0，J．Fellowsに21－0－0が支払オ）れている。うち三

人の委員にたいする報酬の支払いは（2）の人件費の項目でまとめて計算され

ているので，ここでも次項で扱いたい。

　ウェストン・ターヴィル教区においては，エンクロージャーの費用はほとん

2〕　とくに前編［表1］を随時参照されたい。
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愛媛経済論集第9巻第2号11989）

とが教区の土地所有者からの徴収によってまかなわれた。徴収はエンクロー

ジャーの実施中，すなわちこの教区の場合は委員の第七回会合（1799年1月）

以降に順次おこなわれたので，支払いもそれ以降のことになる。しかし項目に

よってはそれ以前の支出を要する経費もあった。この法令費やあとの耕作経費

がそれにあたる。とくに多額な法令費はいかにして調達されたのか。ターナー

によれば法令費の場合，担当の弁護士自身が何らかのかたちでそれを調達する

か（自分自身への報酬もたてかえたうえで），まれに教区の土地所有者たちに

法令費として別口で前払いを要求することがあったというヨ＝。ウェストン・

ターヴィル教区では土地所有者たちの前払いの形跡はなく，弁護士が別のかた

ちで調達していたらしいヰ1。この場合は弁護士の前払分にたいして5％の利息

が払われるのが慣例であった。ここで利息として計上されている12－1－0は，議

会経費総額の441－6－8にたいして2．7％であるが，Chaplinへの報酬をのぞいた

241－l1－6にたいしてはほぼ5％となり，かれのこの部分の費用の前払いについ

ての利一はが支狙、われたことになる。

　Chaplinがたてかえた費用にたいする支払いは，当然ながらのちの第七回会

合以降に土地所有者たちからの徴収がおこなわれたあとのことになるが，この

支払いの状況はまったくわからない。それはつぎのような事情によるものであ

る、、

　本稿でもちいるほとんどすべての領収書は書記のChap1in（名目的にはCom－

missioner）が発行人になっている。のみならず明らかにChaplinの字体で書

かれこ」，受取人のサインだけ別というパターンが大半である引。他の事情も考

えあわせると，書記たるChaplinがエンクロージャー全体の財務を担当してい

3〕　Turmr・M・E・…The　Cost　of　P3rliament趾y　Enclosur僅in　Buckingh3mshirピ、λ冴沁．〃5L　P伽1．、XXI．

　1｛1973〕、45．

41費用の調j基法については、現在準備中の次稿において検討する予定である。

5〕委員の会合の議事録｛Mimt巴Book．1R／M／3／5〕の字体からの推定。議事録は本誌上で順次翻刻

　をすすめつつある。

6）たとえば道路測量士のF．P皿rssellの領収書の一一枚は、つぎのようなものである（lR／M／3／2／3／21．

　以下本稿で史料の原文を引用する場合．すべて原文の綴りに忠実に翻刻した㌧

　　17＾ユ1與u｝1799R肥。ビd　of　the　Commi∬ionビI－r　o〔h－Weslnn　Tur“ille　lndo削1re｛by　the　paymont　ol

　M「．ChミIplin）Twビnt｝．pnunds　on　a〔c01」nt　olthe　New　Rood，　　　　　　　　　　　　　　F－o∫．P“閑舵“
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イキりス鎌会エンクロージャーにおける経徴の支払い状況1重創

たことはまちがいない。事実，かれを受取人とする領収書は存在せず，会計簿

（IR／M／3／2／2）にもかれにたいする支払い項目はない。人件費のなかの書記

の報酬の場合にも同じことがいえるが、Chaplinへの支払いは他項目とはまっ

たく別個に考えるべき性質のものであり，手元の史料によって追うことはでき

ない。なお，領収書のなかにまれにBrHlTumer氏を発行人としているものが

あるが〒＝，この人物はChaplinの下で財務の仕事を手伝っていたと思われる。

（2）

①人件費として，まず委員にたいする報酬の支払い状況をみてみよう。委員

の報酬額は三人それぞれ等しく150ポンドづつとなっているが，支払い勘定は

別の項目の経費の分もあわせて計算されている。それをまとめればつぎのよう

になる。

（委員）　　（法令費）　（裁定書）　（通信費）　1合計）

Bainbridge　　　150－O－0　　　16－16－0　　　5－5－0　　　　　　　　　　　172－1－O

Davis　　　　　　　　I50－O－0　　　　10－lO－0　　　　　　　　　　　　3－3－0　　　　163－13－0

Fe11ows　　　　150－O－0　　21－O－0　　　　　　　　　1－1－O　　　172－1－0

　委員の第七回会合（1799年1月）において各土地所有者の分抑費用の一覧表

が提示され，つぎの第八回会合（同年2月）に最初の徴収がおこなわれたが，

会計簿（lR／M／3／2／2）によれば委員へは早くもこの会合の最中の2月13日に

支払われた。この時は三人の委員がそれぞれ100ポンドづつ受け取っているH。

残額の支払い状況は三人の委員それぞれについて，つぎのようである。

　Fe11owsの残額72－1－0は，1799年5月17日に40－0－0（領収書1R／M／3／2／3／3），

そして一年以上あとの1800年7月5日に32－1－0（同じくIR／M／3／2／4／3b）が

支払われ，全額支払いが完了している。

7〕　たとえばlR／M／3／2／3／4の領収書。

8〕　ただし，これらの領収書の日付は2月15日になっているnR／M／3／2／4／6〕。
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愛媛経済論集第9巻　　第2一号　　‘1989〕

　Davisの残額63－13－0は少しく二1鮒I㌣がことなっている。Fellowsへの支払いが完

了したユ800年7月5日付のDavisの領収書によれば，35－11－0の支払いがおこ

なわれ，同じく支払い完了の記述がある（．．infulloftheba1anceofthis

accounビドー’。同領収｛峠では，残りの28－2－0についてはすでに支狙、済で，支払

いの名目は“ByCashpaidbyM一．ChapnntoThomasSimonsforploughingD∫。

HuntsAllotment”となっている。この額については会計簿のなかには項目が

ない。おそらく，Davis→D【．Hunt（教区牧師）→T．Simons（教区の土地所

有者）という何らかのかたちの負債関係があって，その帳じり合わせの支払い

と思われるが，詳細は不明である。

　Bainbridgeの残額72－1－0については，支払われたことを示す史料はまったく

残っていない。すでに別稿で述べたように，この教区での委員の会合日数59日

のうち，Bainbridgeは後半ずっと欠席していたために36日しか出席していな

い1□1」。ペナルティーとしてこの残額が実際に支払われなかった可能性もある。

　②Chaplinに稗記職の報酬として支払われたのは182－O－5であるが，前述

したような事情によって，支払いの状況はわからない。

　③W．Co11iss㎝の支払い勘定については，測量士としての報酬341－7－4のほ

かに，裁定書作成に協力した分の41－12－3，そして前編で扱った必要経費とは

別会計になっているが，木材・柵の査定（“ValuationofTrees＆Fences”）分

として79－12－6，あわせて462－12－1が一一緒に計算されているI1＝。その支払い状

況をまとめて示せば，以下の通りである。

　　（日付）　　　　　　　（金額）　　　　　（領収書番号）

　　1799．　2．13，　　　　　200－0－0　　　　　　1R／M／3／2／4／61！コ

　　1799．　7131，　　　　　100－0－0　　　　　　IR／M／3／2／3／27I出

　　1800．　2．ユ5．　　　　　60－0－0　　　　　　　IR／M／3／2／3／26

9）　lR／M／3／2／4／3c

1O〕拙稿「イギリス議会エンクロージャーにおける囲い込み委員の活動一ウェストン・ターヴィル

　教区の事例を中心に一」「三田学会雑誌』第79巻第6号｛1987）．67頁参照。

n〕　’M一一．CoIlissonIs＾cco山nゼ　“R／M／3／2／3／25〕．

12〕　撤収tl…1の川寸は2月1511になっている」「

I3〕　撤収・一1：の唖取人はM，Ruwllで、仰稗は“．．．forth巴u舵。fMl’．WilIiam　Colli盲s㎝’Iとなっている。
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イギリス畿会エンクロージャーにわける経費の支払い状況（重寓〕

　　1800，　71　6，　　　　　　　102－12－0　　　　　　　　IR／M／3／2／3／25－1’

以トの合計額が462－12－Oとなり，わずか1ペニーだけ足りないが，全額支払わ

れたとみてさしつかえあるまい。

（3）

　①耕地整備費のうち，耕作経費（husbandry〕として分類されているのは，

休耕地に植え付けるクローヴァーの購入・運般・植え付け費用である。総額

137－11」／。のうち，113－14－6を購入担当の委員のFellowsが受け取っている。

すなわち，クローヴァーの種子購入勘定として107－3－0、前払い分の利息とし

て4－6－6，ロンドンからの種子運搬（実際にはJ．Stev㎝sなる人物がこれを押

当した）黄として2－5－0である。ここで利息の項目があるのは，法令費となら

んでこの経費も費用の一般徴収以前に支出されたからである。最初の委員の会

合（1798年6月）で従来の休耕地へのクローヴァー池の植え付けが決定された

が，実際にはこれをにらんで同年の5月に前もって種子が購入された。代金は

Fellowsが前払いし，それにたいして4－6－6（4．0％）の利息が支払われた”一。

　さてFe11owsは費用の徴収が始まった翌1799年の2月21日にChaplinにあて

て請求書を送っている。そこには，W．Druce（Fe11owsのservant）にクロ＿

ヴァーの代金の分のうち，100ポンドを送ってほしい旨の記述がある固一。これ

を受けて会計簿（lR／M／3／2／2）には・即日100ポンドを支払った記録が残って

いる（ただし・この分は領収書がない㌧残りユ3－14－6についてはやはり会計簿

に同年4月6日支払いの記録があ孔どういう事情か，さきの請求書の余白の

部分にこの分の領収書がつぎのように書かれている。

　Apri161≡，1799Received　of　M一・ChapIin　by　Paymcnt　of　MI・BriIl　Tur－1er　the

141　この分はr形‘I．1）1－a一・I．〕で支払われたようである　ただし会111一篇川｛ハ1／3／2／21の方にはこの

　支払い項目はない亡

15）lR／M／3／2／4／5・このFellowsの勘定書では・利息の支払い名目は’’To1汕er舳。f　M㎝町paid

　M㈹，I、．』日m舳B＝Issin帥1H＆Cn．．Iとなっている

16j　IR／M／3／2／3／5．
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愛媛経済論集第9巻第2号11989）

Sum　of　Thirteen　Pounds　Fourteen　ShiHings＆Six　Pence　being　the　remainder　for

the　Grass　Seeds｛＆Carriagc　thereof）furnished　on　The　Weston　TurvH1e　lnclo・

Sure．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ0此”ドe〃舳S

とにかく，全額支払われたのはまちがいない。

　桝作締費の残りの23－16－6！／二三は，植えけけ作業への報酬にあてられている。

この項は“smdry　paymenビとなっており，受取人／おそらく複数）の特定は

できない。｛然，支払い状況もわからない。ただ，会計簿に一．1799．Feb．13

PaidMr．Rawlinson㎝aBH1forGrassseeds…9－15－8”の項目がある。この分

については前年の5月24日付のGeorge　Rawlins㎝（教区の在住土地所有者）

の勘定曹が残っており，つぎのような内容になっている1〒」。

Commissioners　of“アeston　Inc1osure

　DI，to　Geび．Rawlinson　May241－11798

Two　Mc11Twelve　days　each　for　sowing　t11e　Seeds－at2ユ．P．Day　　　　…2－8－0

Paid　Mobley　for　Beer　for　the　Men　　　　　　　　　　　　　　　　　　…ユー7－8

Paid　Mo．Grace　for301b－of　Clover　Seed　　　　　　　　　　　　　　　…0－15－0

0ne　Man　and　two　Horses　went　to　Roo1咄一14H“一at7’．6‘’．p．Day

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…　5－5－0

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9－15－8

ここには植え付け作業の経費のおおまかな内容が示されているとみてよかろ

う■…’一。うえのMob1eyならびにMo．Graceなる人物は教区の土地所有者ではな

い。ここでも勘定書の余白に1799年2月13日付の領収書が書かれている。おそ

らくは，23一ユ6－61／。はこのようなかたちでの支払いがおこなわれたと思われる。

　②公共の柵の経鉗566－2－Oは，柵の造設を担当した造開業者のW．Poult㎝お

】η　服ノM／3／2／3！2／2．

18j　’IRool’’＝“Ro11一．

19〕　この例のように植え付け作業が98年5月におこなわれていたとすれぱ，第一回会合での決定の

　前からすでに作業は始まっていたことになり，植え付けがあらかじめ決められた方針であったこ

　とがわかる。
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イキーリス搬会エンクロージャーにおける雑貨の支払い状況（重寓〕

よびM．Messerのコンビにたいして支払われた。この分についてはやや表示

方法のことなる二種類の勘定欝が残っている！．＝」。両勘定書および会計簿

（lR／M／3／2／2）のなかに記され，領収奔も残っている支払い金額および口付は，

以下の通りである1領収辞の受取人はいずれもPoult㎝ないしMesser，また

は“for　the　use　of　Poult㎝＆Messer’．としてColhssonが受け取っている場合

もある）。

（日付）

1799．　2．　15．」

1799．　4，　29．

1799．　5，　18．

1799．　5．　25．

1金額）

50－O－0

50－O－0

32－2－0

100－O－O

（領収11I亨番号）

IR／～1／3／2／3／2／12

IR／～1／3／2／3／2／10

1R／M／3／2／3／2／3

1R／M／3／2／3／2／4

一・ 絈ｨ定抑では“to　bedcducted　forTin1bcr＆old　Hedges…68－18－O’’とある圭一

おそらくもとからあった柵や木材の分を控除した数字であろうここれとうえの

支担、分を総額から減じれば265－2－Oとなる。さらに両勘定｛I号＝には記されていな

い支払分はつぎの逝り。

　　‘日付〕　　　　　1金額）　　　　1領収二iIl＝冊州

　　1799．7．10．　　　　lOO－0－O　　　　　領収＝“手なし

　　17991　11．’　　　　　　　　　　　30－0－0　　　　　　　　　　　1iり」二

　　1800．　1，　21．　　　　　　　35－0－0　　　　　　　　　－R／M／3／2／3／2／11

ここまでで残額は100－2－0となり，最後の1800年1月21日以降は支払いを示す

史料はない。

　なお1804年1月30日付の，委員のDavisおよびFellowsから書記のChaplin

20）　一R／M／3／2／4／la．b．

211　会計簿1m／M／3／2／2〕の日付は2月13日になっている、

22〕　日付の記載はない。
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にあてた手紙が残っている1ヨ」。そこにはPoulton氏が公共の柵の代金として50

ポンドの支払いをChaplinに要求している旨，記されている。この額が支払わ

れたかどうかはわからないが，岸頼の50－2－Oの方はこの1削に支払いが済んでい

たのかもしれない。

③排水溝開さくの経費87一ユ4－6は，J．Yatesにつぎのように支払われている。

　　｛日付）　　　　　　　　／金額）　　　　　　｛領収詳番号）

　　1799．3．30．　　　　30－0－0　　　　　領収書なし1山

　　1799．　5，18．　　　　　22－2－0　　　　　　　1R／M／3／2／3／7b

　　1799．　6，　8．　　　　　35－12－6　　　　　　IR／M／3／2／3／7a

以．トで全額である。この排水溝締搬の支払いは，耕作経費とならんでもっとも

スムーズかつ短期間におこなわれたケースであろう。

④F．Purssellが担当した道路の新設・改修・保全の経費は，前編で利用し

た正式の道路会計簿（lR／M／3／2／14）では579－11－6となっている。一一方この会

計簿のあとに1おそらく1805年），Pursse11への支払い状況を記した勘定書が

作成されたm〈｛／3／2／4／7a）。それによるとPursse11への借方（“D■一』．’’）とな

る費用項目は，つぎのように計算されている。まず会計簿での総計費579－11－6

から，橋梁の建造費用18－13－2を減ずる。というのもこの分は，建造を担当し

た教区の土地所有者W．M1nshull　Esq．にたいする費用賦課額から控除するとい

うかたちで支払われたからである。一方これに．‘Tothepres㎝tBillofEx・

pences　incurred　previous　to　the　certifying　the　Roads”の32－10－10がくわえられ

た。これは道路の確定までに要した会計簿にふくまれない雑費類のことと推定

される。以上を勘案すると，Purssellに支払われるべき総額は593－9－2となる。

　この勘定書の貸方（“C固．”）には，Pursse11への支払いの状況が以下のよう

に記載されている。これらの支払いはすべて会計簿（lR／M／3／2／2）および領

収書で確認することができた。

23∫　IR／M／3／2／3／2／13．

24〕このYatesの勘定書では．30ポンドはChaplinがFe11owsおよびColliss㎝を通じて支払った分

　となっているが，日付はない“R／M／3／2／4／19〕。会計簿（lR／M／3／2／2）には1799年3月30日付で，

　“P3idM「。Fellowsona㏄ountofExpen㏄ofmakingnewBrook…30－O－0’1とある。
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イギリス籔会エンクロージャーにむける経費の支払い状況（重富〕

（日付）

1799年

　4．ユ3．

　5．25．

　6．8．

　6．22．

　7．20．

　8．3．

　8．17．

　10．5．

1800年

　2．15．

　6．7．

　7．19．

　8．4．

　10．18．

1801．　8．　3．

（金額）

20－0－0

30－0－0

40－0－0

50－0－0

20－0－0

40－0－0

20－0－0

40－0・一0

40－0－0

50－0－0

50－0－0

20－O－0

100－0－0

20－0－0

（領収書番号）

IR／M／3／2／3／ユ2

IR／M／3／2／3／10

IR／M／3／2／3／9

IR／M／3／2／3／11

IR／M／3／2／3／23

1R／M／3／2／3／22

IR／M／3／2／3／21

IR／M／3／2／3／24

IR／M／3／2／3／18

1R／M／3／2／3／14

IR／M／3／2／3／16

1R／M／3／2／3／17

1R／M／3／2／3／19

1R／M／3／2／3／20

以上の支払い総額が540－0－0となり，残額は53－9－2と変わった、ただしこの

額にたいし，道路会計簿11R／M／3／2／14〕が作成された1803年4月23口から

1805年ユ0月ユ9日の間の利息が6－12－0，そしてPursse11支出分の諮紳費として

4－16－10！一ヨが加算されて，残額合計は64－18－0となっている。

　さきの公共の柵の場合と同様，ここでも残額の支払いを示す証拠は残ってい

ない。というより、実際にこれは長いこと支払われなかったらしい。1809年9

月21日付のF。＆W・Bull（注（25〕参照1から委員のDavisにあてた手紙が残って

いる」山。ここで差出人は，Pursse11氏が未払分｛手紙に明細稗が添付されて

25〕lR／M／3／2／4／7bにこの分の明細がある。それによれば名目は，PurssellからF。＆W．B皿1一

　　｛Purssollの顔問弁護士）への支払いとなっている。

26〕　この手紙は史料中の他の手紙とはことなり・公式会計測IR／M／3／231に添付されたかたちとなっ

　ている。

一124一



愛媛経済論集第9巻第2号　（1989〕

いる）の支払いをChaplin氏に要求したが，同氏は手元に現金がないと断わっ

たこと，もし来る10月31日までに支払わなければPursse11氏は訴訟をおこす意

志であることをDavisに伝えている。支払われるべき金額は，さきの64－18－0

からその間にPurssellが直接受け取った以下の額を減じた分である。

　　1口付）　　　　　　　／金額）　　　　　（支払者）

　　1807．　9．　12，　　　　　　　7－18－2　　　　　　　　　J．D．KingI　Sir

　　1807．　1O．　17．　　　　　　4－16－0　　　　　　　　　R．Hampden，Lord　Viscount！■

　　1807．　10．31．　　　　　　8－0－0　　　　　　　　　A．Chaplin．Esq．

これに不払い期間の利一自、がさらに加算されて，53－8－9が支払残額となった。

　はたして訴訟はおこされたのか，残額がPurssellに支払われたのか、もはや

史料的に追求することはできない。

（4）

　①裁定稗の縦荻150－19－9のうち，Bainbridgeの小麦価格調査費5－5－0および

Co11issonの固い込み地図作成その他の41－12－3の支払い状況は，（2）の人件

費の項目ですでに扱った。残りのChapiinの経費104．2－6については，やはり

領収書等の支払いの証拠はまったく残っていない。ただしこのなかの裁定書の

印章（stamp）代に支出された4ポンドの分のみ，Grain氏なる人物がB．Tum－

erより受け取ったという領収書が残っている珊1。

　②その他の雑費についてはつぎのような状況である。事務用品勘定の4

－15－0については，領収書はないが，会計簿（訳／M／3／2／2）によれば1800年7

月4日に全額支払われたらしい。Chaplinにたいする謝礼3－3－0にかんしては，

遺憾ながら事情はいままでと同じである。

27）Ki㎎とHa岬d田nの両人は会合中たびたび延滞者いarmrs1〕として名前があげられている。

　エンクロージャー終了間際の1800年7月4日の時点でも依然リスト・アップされているが．この
　額はその時の未納額にそれぞれ等しい｛眠／M／3／2／8／1〕。

28）lR／M／3／2／3／4。会計簿（1R／M／3／2／2〕の項目は日付がことなり．一1市2pd．Sta㎜pi皿gthePlan

　ヨndRefe爬n㏄…4－0－01Iとなっている。
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イキ■」ス続会エンクロージャーにおける縄貨の支払い状況幡禽j

　最後の費用項目である55－19－2は，主として委員の会合がおこなわれたイン

での経費にあてられたが，支払いの状況はもっともわかりにくい、というより，

前編でもふれたが費用の支途の明細自体が不明確で，支払人もはっきり特定で

きない。55－19－2のおおまかな内訳を示す史料があり1一一、これに会合がおこな

われたインヘの支払額が記されているが（ただしインの名ではなく所在地の教

区名のみが記載），全16回の会合の全部がふくまれているわけではない。…方，

ここにふくまれているインヘの支払いはすべて会言十簿にも記載があり，実際に

支払われたことはまちがいない3川。またこの内訳書に項目のあるDavisおよび

Fellowsの通信費それぞれ3－3－0，1－1－Oは人件費の項目で一・芋．写して扱った．

いずれにしてもここにふくまれていない会合の分は，必要経費に言十上されてい

ない以上支払われなかったのか，そもそもなぜこれらの会合の分が計上されな

かったのか。また会計簿や明細書にみられる“pub1icexpence”と‘．private

exp㎝㏄”の支払上の区別はどうつけられていたのかなど，この項目について

は疑問点が多い。

お　わ　り　に

　以上前稿の補遺として，縦費の支払いの状況を各項目別にみてきたが，史料

的制約がありすべてを明らかにすることはできなかった。ウェストン・ター

ヴィル教区の議会エンクロージャーは，法令の通過を受けてユ798年6月の第＿

回会合によってスタートした。翌99年初頭の土地の再配分・割り当てとともに

各土地所有者分担の費用徴収がおこなわれ，委員の会合の（＝エンクロージャ』

の）一一応の終了はさらに翌1800年の7月となっている。すでに明らかなように

徴収された費用の支払いはけっしてスムーズにすすんではいない。支払い状況

がわからないChap1inの分を別とすれば，1799年中に支払いが完了しているの

は，耕作経費や排水溝の閉さく費など（さほど頼の大きくない〕一部にかぎら

29j　lR／M／3／2／4／16．

30，ただ・1・OO年・川iの・・ll・1川・・で舳舳はlW；＝が2IH〕てあるσ〕にたいして，会、汁榔

　m／M／3／2／2〕では2－2－0支払われた記録がある。
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れる。委員や測量士の人件費の支払い完了は1800年のエンクロージャー終了間

際までずれこみ，委員の一一人Bainbridgeの報酬やインの必要経費は部分的な

支払いの証拠しか残っていない。また多額の出費となった公共の柵および道路

の分の支払いについては，エンクロージャーが完了してからそれぞれ4年，9

年過ぎた時点でなお残額の請求がおこなわれ，後者は訴訟さわぎにまで発展し

た。これらの事実が示すのは，第一・・一に，経費の支払い方法（および会計業務全

般）の統一一・的な規範（・＝マニュアル化）が完全には確立していなかったことで

ある。いいかえれば，前編の結論部で仮定したような，「専門的組織化」へ移

行する最終段階という性格が，経費の支払いのi面にも現われているのではない

か、、そして第∵に．ヨリ枢一要なことであるが，上地所イ淋からの費用の徴収作

業がj盤延して支払いが士ミ期化した。仲丈である。この点については，次稿でくわ

しく取りあげることになろう、

　最後にもうひとつだけ指摘しておく。このように費用の問題を通じてエンク

ロージャーを観察すると，Chaplinがつとめた誇記の役割がはなはだ大きかっ

たことがわかる。本教区では，かれは（Bl　Tumerの協力をえて）エンクロー

ジャーの財務を一手に引き受けていた。一一般に議会エンクロージャーにおいて

従来の研究でもっとも重視されたキャラクターは，開い込み委員であった。委

負はエンクロージャーのいわば執行機関である会合での最終的決定権を有して

おり、そのために委止呈の総数も奇数，たいがい3人とされた。一・’方で財務を中

心にエンクロージャーの実務を椎j進するうえでかなめの役割を果たした蒋言己職

は，上場介によっては1委鏡以．』二に煎要なものであったといえよう　（事実，本教

区では会合の後半にBainbri占geが全く出席しなくなっても，進行にさほどの

障害にはならなかった）。とくにChapli皿のように州都Aylesbury在住で州の

治安書記（C．P．）を兼ねていた人物が書記をつとめていた事実は，何よりその

証明になるのではないか。

［付記］本稿作成にあたり．平成元年度文部省科学研究費補助金1奨励研究A）

　の一・部を使用させていただいた。
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